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施行目前！ 個人情報保

護法改正で確認しておく

べきこととは？ 

 

◆コンピューターウイルス

Emotet（エモテット）の

感染被害拡大中 

 現在、取引先等を装って

メールを送り付け、添付フ

ァイルを開くと感染するコ

ンピューターウイルス

Emotet の感染被害が拡大し

ています。 

 特徴は、メールの受信者

が過去にメールのやり取り

をしたことのある、実在の

相手の氏名、メールアドレ

ス、メール内容等の一部が

流用されたりして偽メール

と気付きにくい点です。 

 独立行政法人情報処理推

進機構によれば、Emotet に

感染した組織から窃取され

た、正規のメール文面やメ

ールアドレス等の情報が使

われていると考えられると

いうことです。 

 

◆改正個人情報保護法で個

人情報漏洩等が発生した

場合の報告が義務化 

 令和４年４月施行の改正

個人情報保護法では、実際

に被害が発生していなくて

も、個人情報漏洩等が発生

した場合の個人情報保護委

員会への報告が義務化され

ます。上記偽メールの被害

に遭った企業では、氏名や

メールアドレスなどが外部

に流出したケースも確認さ

れています。 

こうした万が一に備える

ため、個人情報保護委員会

では漏洩等報告の手順の整

備を呼びかけています。 

 

◆安全管理のために講じた

措置の公表等も義務化 

 また、どのような安全管

理措置が講じられている

か、本人が把握できるよう

にする観点から、安全管理

措置の公表等が原則義務化

されるほか、本人の開示請

求の要件が緩和されます。

保有個人データを棚卸し

し、開示請求に備えておく

必要があります。 

 さらに、外国にある第三

者に個人データを提供する

場合の情報提供等も改正さ

れますので、自社の対策に

漏れがないか、確認してお

きましょう。 

 

【情報処理推進機構

「「Emotet（エモテット）」と

呼ばれるウイルスへの感染を

狙うメールについて」】 

https://www.ipa.go.jp/securit

y/announce/20191202.html 

【個人情報保護委員会「改正

個人情報保護法対応チェック

ポイント」】 

https://www.ppc.go.jp/news/k

aiseihogohou_checkpoint/ 

 

 

中小企業の賃金動向と 

今後の見通し 

 

◆給与水準を引き上げた企

業は昨年より上昇も、２

年連続で半数を下回る 

コロナ禍で経営環境が厳

しく、従業員の賃上げにも二

の足を踏む企業も多いとこ

ろです。日本政策金融公庫が

公表した「中小企業の雇用・

賃金に関する調査」結果（調

査時点 2021 年 12 月、有効回

答数5,640社）によると、2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 12 月の正社員の給与水準

を前年から「上昇」させた企

業割合は 41.1％と、前回調査

（31.2％）から 9.9 ポイント

上昇したそうです。ただ、コ

ロナ禍前は給与水準上昇と

の回答が５割を超えていた

ことから、２年連続で半数を

下回っている点が指摘され

ています。 

 

◆正社員の給与水準上昇の

背景 

同調査では、「正社員の給

与水準上昇の背景」も聞いて

おり、「自社の業績が改善」

と 回 答 し た 企 業 割 合 が

35.0％と最も高く、次いで

「採用が困難」（19.3％）、

「 最 低 賃 金 の 動 向 」

（18.1％）、「同業他社の賃

金動向」（10.3％）と続いて

います。 

特に 2021 年は、「最低賃

金の動向」による影響が前年

度よりも増加していること

から、過去最大の上げ幅とな

った最低賃金の引上げが影

響を与えたことがわかる結

果となっています。 

 

◆他社との採用競争と給与

水準の見直し 

2022 年見通しをみると、給

与水準を「上昇」と回答した

企業割合は 44.4％となって

おり、増加傾向にあります。

コロナによる影響から持ち

直している企業も増える中、

すでに人手不足を訴える企

業も増えています。人手不足

は売上機会の逸失というリ

スクを生み、企業の経営上、

影響は非常に大きいところ

です。今後、他社との人材獲

得競争の中、給与水準の見

直しを検討することも考え

られるでしょう。 

 

【日本政策金融公庫「中小企

業の雇用・賃金に関する調査

結果」】 

https://www.jfc.go.jp/n/f

indings/pdf/tokubetu_2202

25.pdf 

 

 

4 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給

与所得者異動届出書の

提出［市区町村］ 

○  

5 月 2 日 

○ 預金管理状況報告の提

出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提

出＜休業４日未満、１月

～３月分＞［労働基準監

督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

～当事務所より一言～ 

 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民

税均等割の申告納付［都

道府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第 1 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 

 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋

価格等縦覧帳簿の縦覧期

間 

（4 月 1 日から 20 日または

第 1 期目の納期限までの

いずれか遅い日以降の日

までの期間） 

 


